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厚 生 労 働 大 臣 の 定 め る 利 用 者 が 選 定 す る 特 別 な 居 室 の 提 供

に 係 る 基 準  

                               平成18 ・ ９ ・ 29 ・ 厚生労働省告示 ５ ４ １ 号   

 

障害者自立支援法に基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 172

号 ） 第19条第 ３ 項第 ３ 号ロの規定に基づき 、 厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準を次

のよ う に定め 、 平成18年10月 １ 日から適用する 。  

 

一  特別な居室の定員が 、 １ 人又は ２ 人である こ と 。  

二  指定障害者支援施設等 （ 障害者自立支援法 （ 平成17年法律第 123 号 ） 第34条第 １ 項に規定する指定障害者支援施設

等をい う 。） の特別な居室の定員の合計数を障害者自立支援法に基づ く 指定障害者支援施設等の人員 、 設備及び運営

に関する基準 （ 平成18年厚生労働省令第 172 号 ） 第41条に規定する運営規程 （ 第 ６ 号において 「 運営規程 」 とい

う 。） に定められている施設入所支援に係る利用定員で除し て得た数が 、 おおむね 100 分の50を超えないこ と 。  

三  特別な居室の利用者 １ 人当た りの床面積が 、 9.9 平方メ ー ト ル以上である こ と 。  

四  特別な居室の施設 、 設備等が 、 特別な居室の提供を行った こ とに伴い必要と なる費用の支払を利用者から受けるの

にふさわしいものである こ と 。  

五  特別な居室の提供が 、 利用者への情報提供を前提と し て利用者の選択に基づいて行われる ものであ り 、 サービス提

供上の必要性から行われる ものでないこ と 。  

六  特別な居室の提供を行った こ とに伴い必要と なる費用の額が 、 運営規程に定められている こ と 。  

 


